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第３節 計画の体系 

基本目標 基本理念 施策の分野 施策の方向 

みんなで築く 

身近に自然を 

感じる 

文化のまち 

いちかわ 

１ 

自然が 

息づくまち 

(１) 

自然環境の保全再生 

ア 生物多様性の保全再生 

イ 生き物の生息の場の保全再生 

(２) 

自然とのふれあいづくり 

ア 水や緑とのふれあいの場の確保

イ 都市農業の振興 

ウ 都市型水産業の振興 

２ 

地球に 

やさしいまち 

(１) 

地球温暖化への対策 

ア 温室効果ガスの排出削減 

イ 再生可能エネルギー利用の推進

ウ 二酸化炭素吸収源対策の推進 

(２) 

その他の地球環境保全 
ア その他の地球環境の保全 

３ 

健やかに 

暮らせるまち 

(１) 

生活環境の保全 

ア 大気環境の保全 

イ 水環境の保全 

ウ 地質環境の保全 

エ 騒音、振動及び悪臭の防止 

オ 化学物質等の適正な管理 

カ 環境にやさしいまちづくり 

キ 放射線量低減対策の推進 

４ 

資源を 

大切にするまち 

(１) 

３Ｒの推進 

ア 廃棄物の発生及び排出の抑制 

イ 資源の循環的な利用の推進 

(２) 

廃棄物の適正処理の推進 

ア 廃棄物の適正処理の確保 

イ 一般廃棄物処理体制の整備 

５ 

環境をみんなで 

守り育てる 

活力あふれるまち 

(１) 

環境学習の推進 

ア 環境学習の実施 

イ 環境学習推進体制の整備 

(２) 

環境活動への参加の促進 

ア 環境情報の提供 

イ 環境に配慮した活動の促進 

ウ 協働による環境活動の推進 


